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【改訂の概要】 

改 訂 の あ ら ま し 該当頁 

 
Ⅰ 労働安全衛生法関係法令 
１ 労働安全衛生法 

２ 労働衛生関係主要条項 

・ 労働安全衛生法施行令の改正に伴う条文の修正・追加 

安衛令第 6 条 

安衛令別表第 3 

安衛令第 21 条 

安衛令第 22 条 

・ 労働安全衛生規則の改正に伴う条文の修正・追加 

安衛則第 677 条 

安衛則第 36 条 

安衛則第 90 条 

安衛則別表第 9 

 

２ 労働安全衛生法関係厚生労働省令 

 １ 労働安全衛生規則（第３編） 

・ 最終改正の日付を修正 

・ ８の「（９）便所（第 628 条）」の記述を修正 

・ ８に「（10）独立個室型の便所の特例（第 628 条の 2）」を追加 

・ 10 の「（２）救急用具の内容（第 634 条）」の記述を修正 

２ 有機溶剤中毒予防規則 

・ 最終改正の日付を修正 

３ 鉛中毒予防規則 

・ 最終改正の日付を修正 

４ 四アルキル鉛中毒予防規則 

・ 最終改正の日付を修正 

・ ３の「（１）四アルキル鉛等健康診断（第 22 条・第 23 条）」の記述を修正 

５ 特定化学物質障害予防規則 

・ 最終改正の日付及び改正の経緯の記述を修正 

・ 規制特定化学物質障害予防措置等の表に「34 の 2 溶接ヒューム」を追加 

・ 「規則の対象物質」の表に「34 の 2」を追加 

・ ６に「（15）金属アーク溶接等作業に係る措置（第 38 条の 21）」を追加 

 ６ 高気圧作業安全衛生規則 

・ 最終改正の日付を修正 

７ 電離放射線障害防止規則 

・ 最終改正の日付及び改正の経緯の記述を修正 

・ ２の「（３）放射線業務従事者の被ばく限度（第 4 条・第 5 条・第 6 条）」、「（７） 

線量の測定結果の確認・記録等（第 9 条）」の記述を修正 

８ 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するた

めの業務等に係る電離放射線障害防止規則 

・ 最終改正の日付を修正 

10 粉じん障害防止規則 

・ 最終改正の日付を修正 

・ ２の「（２）換気の実施等（第 5 条―第 7 条）」の記述を修正 

11 石綿障害予防規則 

・ 最終改正の日付及び改正の経緯の記述を修正 

・ １の「（２）定義（第 2 条）」の記述を修正 

・ 対象作業と規制項目の関係の表を差し替え 

 

 

 

 

 

35～36 

37～39 

100～101 

105～107 

 

73 

94～95 

139～140 

146～147 

 

 

 

165 

174～175 

175～176 

177 

 

178 

 

191 

 

207 

212 

 

214～215 

219 

225 

239 

 

243 

 

250 

256,257～ 

      258 

 

 

271 

 

288 

292 

 

301～302 

302～304 

303 



・ 「２ 第２章 石綿等を取り扱う業務等に係る措置関係」の記述を修正 

・ ４の「（４）特別の教育（第 27 条）」、「（５）休憩室等各種施設等の管理（第

28 条―第 35 条）」の記述を修正 

・ 「10 第９章 報告関係（第 49 条・第 50 条）」の記述を修正 

12 事務所衛生基準規則 

・ 最終改正の日付及び改正の経緯、「１ 第１章 総則関係」の記述を修正 

・ 「事務所の衛生基準一覧」の表の「照度」及び「便所」の記述を修正 

・ ２の「（10）照度等（第 10 条）」の記述を修正 

13 機械等検定規則等 

・ 最終改正の日付を修正 

 

３ じん肺法及び同法施行規則 

・ 最終改正の日付を修正 

 

 ４ 作業環境測定法（抄） 

・ 最終改正の日付を修正 

 

付録  

３ 労働衛生関係届出・申請等 

・ 「⑨石綿障害予防規則関係」の一覧を修正 

 

４ 特殊健康診断一覧 

・ 「①法令に基づく特殊健康診断」の一覧を修正 

 

５ 派遣中の労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担 

・ 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の改正に基づき修正 

 

Ⅱ 労働基準法 
１ 制定の趣旨及び改正の経緯 

・ 最終改正の日付及び改正の経緯の記述を修正 

・ 労働基準法の改正に伴う条文の修正・追加 

    労基法第 109 条 

労基法第 114 条、第 115 条 

労基法第 139 条～第 142 条 

・労働基準法施行規則の改正に伴う条文の修正・追加 

  労基則第 17 条 

労基則第 24 条の 2の 2 

 

参考 ・以下について、改正に基づき修正 

２ 過重労働による健康障害防止のための総合対策(抄) 

    ４ 事業場における労働者の健康保持増進のための指針（抄） 

 

※ その他、各項目において、最新の法令等に対応し所要の修正を行うとともに、表記、

字句の整理を行った。 
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